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「強 く」は 「こまねくJと も言い 両 手を簡の前
の意。もともと中国の敬をしの動作だった。

【lPj 討々々】 な にものにもひるまず 正 しいと信 じることをは
すること 大 勢の人がやかましく議論 しているこ

(けんけんごうごうJと 言う。 「けんけんがくが

て窒ねあわせる

oき りと主張す
とは 「喧々磐々

くJ  Iな誤 り。

短い夏か終わりました。今年は日照不足で梨の甘みもやや少なめ

てした。また 稲 作が全国的に不良ということで 太 陽の恵みお`ど

れはど大切かを実感 しました。

きて 9月 3日 おヽらいよいよ9月 議会が始まりました。初めての

末じ んヽあうよとう 6月 議会のていたらくさに我侵てきす 議 会改革の第一歩として8

月22日に 新 人誌負11名に声をかけて 「研修会Jを 行いました。今後も続けていきま

すのでこ期待 ください。

9月 議会では10日の一般質問初日に 60分 の持ち時間を戴いて質問をすることヽな

りましたので是非宿聴においでください。以下Ⅲよ6月 議会の質問を載せました。

O(船 橋市の道路の狭さ)tつ いて質問しました。

何故道路が狭いのか 原 因1まIIB白です。新 しい住宅地ほど道路は広く B市 行地ほ

ど次いのです。前者は 最 Flから5～ 6mの 道路を作らないと許可にならない開発行

うで 雌 しい検杏を言けている場合が大半だから広 くなっています。

電疑基準法による 「道路Jと は幅員41n以上のもの

をいいます。それより狭いものは 道 路の中さ線から

2mま で敷地を後退 しなければなりません。セットノ(

ックといいます.

ところが 4 tt未時の多い B市街地等で、古くなっ

た建物を立て肯える時に市役所に提出する建築確解音

に1まヤット本ックをする因面で許可を受けながら 建
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物が完成しても敷地を後退しない人ホいるために な かヽなか

4m道 路がで営ないのが現伏です。 そ こで 私 は市に対し

て、建築=の みならず軸 秘を提出する代理人 (建築士)

tS誓 約書をとり、連反した場合、両者に行政処分を行う等

の厳しい行政指率すべきであると訴えました。

命

しかし 行 政側の回答は 「指摘の通りの現状を認めながらも 建 築確彰を受ける際

,こ提出する申請書自体が 『との申請書及J添 付図書に招戦の事実に相違ありません』

ときいてあり そ れ自体ポ誓約書となぅていて 別 途セットフ`ックについての誓約害

をとることは困難であるJで した。

法律の壁があつて現状打破は難しいとの回答でしたが 「 やったもの勝ち」 「手を

JlくJば かりでは静されません。改めて次の方法を考え改善していきます。

② 「民生委員」をご存じてしどうか。一人暮らしの高齢者や高齢者のみの也帯の方の

お世話をしたり相談に乗ること等ぷ任務です。町会 自 お会長の推薦で市 県 を経て

厚生労働省から委嘱されます。任期は3年 です。以前は 地 元の名士がなっている場

合が多く、若い年代の方はほとんどいませんでした。

この民生委員に就任 退 こには年静制張があります.「 新任者Jは 65歳未満でなけ

れ1まなりません。また、再任の場合は75歳未満でなけれ lFなりません。つまり 65歳

以上の方ほ 初 めての民生委員にはなれませんし 74歳 なら再任で営77歳までで営る

ことになうます。

私は、高齢化社会になっている現在、65歳を遺ぎても元気一杯に第一線て活躍して

いる人が大勢いる現伏をかんうくみ、65歳未満の制限を68蔑まで引き上げられないか、

賀問しました。

たホん 「そういう決まりになっていますので 市 では決めかねますJと いう返事し

か返ってこないと思い 民 生委員法を開本たち、そんな規定はなおヽぅたのです。どこ

にその根拠があるか調査したところ国からの 「通知支Jの 中に 「原

属」として65歳茉常の者とするように努あることJと ありました。

「しめたJと 思い、そこを突きました。すなわち 「 原則としてJ

「努めることJと いう表現では 「絶対 しなけれはならないJの では

ないのです。

その結果 行 政より 「新任の場合は 特 例 として68歳まで緩和 し

てまいうたいJと いう回答を得ることができました。

このように議会で質問することは 地 域や学校の集まりで意見を

述本ることと連って、ガヽさいながらも、一歩でも改革が確実にできるんだなあ と い

う感授に浸ることができました。その分大きな音任があることは申すまでもありませ

ん。 「侃々調々Jと 議員活動をしてまいうます。

皆様方の不楢 禾 資をお寄せください。さらに一歩研へ進みましょう。
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